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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外半径の寸法が等しい一組の回転可能な折り目付け車輪の双方の間に配置される切開工
具を備え、前記切開工具が、折り目付け車輪双方の外側周辺部の半径方向に内側の非作動
位置から、前記外側周辺部の半径方向に外側の作動位置まで突出するように、前記折り目
付け車輪双方の間で調整可能であり、
　前記切開工具が切開端部を有する切開車輪であり、前記切開車輪が回転可能で、外半径
の寸法が等しく共通の回転の中心を有する一組の回転可能な折り目付け車輪双方の間で可
動式に支持され、前記切開車輪が、前記切開端部が前記折り目付け車輪双方の前記外側周
辺部の内側に半径方向に引き込まれる非作動位置から、前記切開端部が前記周辺部の外側
に半径方向に突出する作動位置まで切開端部を突出させるために調整可能であり、材料を
圧縮するために前記折り目付け車輪双方を調整でき、同時に、前記切開車輪を前記折り目
付け車輪双方に対して及びそれらの間で移動するように調整できる、切開折り目付け車輪
組立体。
【請求項２】
　前記切開車輪の回転軸が前記折り目付け車輪双方の回転軸からずれている、請求項１に
記載の切開折り目付け車輪組立体。
【請求項３】
　前記切開車輪の半径が前記折り目付け車輪双方の半径より小さい、請求項１に記載の切
開折り目付け車輪組立体。
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【請求項４】
　前記切開車輪が前記折り目付け車輪双方の半径方向の線状の移動に対して誘導され調整
される、請求項１に記載の切開折り目付け車輪組立体。
【請求項５】
　前記折り目付け車輪双方が環状形状である、請求項１に記載の切開折り目付け車輪組立
体。
【請求項６】
　前記折り目付け車輪双方が、前記環状折り目付け車輪双方の内側周辺部を双方誘導する
ローラに対して回転するように軸支される、請求項５に記載の切開折り目付け車輪組立体
。
【請求項７】
　前記切開車輪の前記線状の移動が前記材料の全面に対して垂直である、請求項４に記載
の切開折り目付け車輪組立体。
【請求項８】
　前記切開工具が、２つの折り目付け車輪双方によって形成される間隙を通って作動する
ように調整可能なレーザ切削工具、水噴射切削工具、研磨剤水噴射および非円形ナイフま
たは任意の他の切開工具である、請求項１に記載の切開折り目付け車輪組立体。
【請求項９】
　切開折り目付け車輪組立体内で、切開工具を外半径の寸法が等しく共通の回転軸を有す
る一組の回転可能な折り目付け車輪双方の間に準備および配置し、圧縮材料を貫通する切
れ目を形成する方法であって、前記材料が前記切開折り目付け車輪組立体に対してまたは
反対に移動する際、同時に前記折り目付け車輪双方によって圧縮される前記材料の一部に
前記材料を貫通する切れ目を切開するために、前記折り目付け車輪双方の前記外側周辺部
の外側に半径方向に突出するように前記折り目付け車輪双方の間で前記切開工具を調整す
るステップを備える方法。
【請求項１０】
　前記折り目付け車輪双方および前記切開工具が、前記折り目付け車輪双方の回転軸に平
行な共通な線上に配置される接触地点で前記材料と噛み合うように配置される、請求項９
に記載の方法。
【請求項１１】
　切開端部を有する切開車輪を準備し回転可能に配置し、外半径の寸法が等しく共通の回
転の中心を有する一組の回転可能な折り目付け車輪双方の間で可動式に支持する、圧縮材
料を貫通して切れ目を形成する方法であって、前記材料が前記切開折り目付け車輪組立体
に対してまたは反対に移動する際、前記材料を貫通する切れ目を切開するために前記切開
端部を前記折り目付け車輪双方の前記周辺部の外側に半径方向に突出させるように前記切
開車輪を調整するステップを備える方法。
【請求項１２】
　前記折り目付け車輪双方が前記材料を圧縮するために作動し、同時に前記圧縮された材
料を貫通する切れ目を切開するために前記切開端部が突出する、請求項１１に記載の方法
。
【請求項１３】
　前記折り目付け車輪双方および前記切開端部が、前記切開折り目付け車輪組立体の回転
軸と平行で共通の線上に配置される接触点で前記材料と噛み合うように配置される、請求
項１１に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、材料に切れ目および折り目線を形成するのに有用な切開折り目付け車輪組立
体に関する。本発明はまた、波形の、あるいは他の圧縮可能な紙またはプラスティックの
ウェブまたは板などの材料を切開し折り目付けするための方法に関する。
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【背景技術】
【０００２】
　包装素材の製造において、例えば、箱などの包装設計を作成するように適合されるパタ
ーンで、折り目線および切れ目を双方形成するように構成された折り目付け工具および切
開工具に噛み合わせるためにウェブ材料を供給することが一般的やり方である。従来技術
では、折り目付け車輪および切開車輪は、供給ローラによってウェブ材料が中を進む装置
内に別個に支持され縦一列に配置されている。従来技術の切開車輪および折り目付け車輪
は、例えば米国特許第５，０７２，６４１号、米国特許第５，９６４，６８６号および米
国特許第６，８４０，８９８号に見出すことができる。
【０００３】
　折り目付け、切開などのための別々の拠点を介して供給される材料と双方作用的に噛み
合うことにより、別々の拠点でまたはそれら拠点間で材料の目詰まりの危険性が増大する
。拠点が増えることは、供給ローラおよび支持構造体などのより高価な構成要素を示唆し
ており、その結果装置の長さがより長くなる。装置が長くなることによってウェブ材料の
水平方向の誘導の精度がより不確実になり、また過程を観察し監視すること、および保守
作業時の構造体への到達を難しくする。
【０００４】
　波形の紙板を貫通する切れ目の形成に関連して起こる別の問題は、例えば下部紙裏あて
から上部紙裏あてを分離する畝に起因する材料の厚みである。したがって切開車輪の円形
の端部での波形紙板の切開は、上部裏あてを貫通し畝を貫通して過度に切開することを要
し、これは完成した包装を壊れやすくすることがあり、場合によっては断裂につながる亀
裂の兆候を形成することがある。切開車輪の半径方向の寸法を増大させるとこの問題が増
大することは明確である。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明はこれらの問題を回避することを目的とする。したがって、本発明の目的は、切
開折り目付け車輪組立体ならびに方法を提供し、これにより、波形または別の圧縮可能材
料を貫通して切開する際の操作の安全性および精度を向上させることである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この目的は、添付の特許請求の範囲に定義される切開折り目付け車輪組立体、および方
法によって達成される。
　簡潔にすると、切開折り目付け車輪組立体は、半径の寸法が等しい一組の回転可能な折
り目付け車輪の双方の間に配置される切開工具を備える。切開工具は、切開折り目付け車
輪組立体に対してまたは反対に移動する材料に噛み合いその中に切れ目を形成するように
、折り目付け車輪双方の間で調整可能である。
【０００７】
　好ましい実施形態で、切開折り目付け車輪組立体は、切開端部を有する円形のディスク
を備える。このディスクは回転可能であり、折り目付け車輪双方の半径が等しい一組の回
転可能な折り目付け車輪の間に可動式に支持される。このディスクは、該切開端部が折り
目付け車輪双方の外側周辺部の内側に引き込まれる非作動位置と、切開端部が該周辺部外
側に半径方向に突出する作動位置の間で移動するために、折り目付け車輪双方の間で調整
可能である。
【０００８】
　好ましくは、折り目付け車輪双方は環状形状であり、環状形状の折り目付け車輪双方の
内側周辺部を誘導するローラに対して回転するように軸支される。
　また好ましいのは、切開車輪の半径が折り目付け車輪双方の半径より小さく、切開車輪
の回転軸が折り目付け車輪双方の共通の回転軸からずれていることである。この好ましい
実施形態で、切開車輪は折り目付け車輪双方の半径方向に線状に移動するように誘導され
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調整され、該移動は、切開折り目付け車輪組立体によって処理される材料の全面に対して
ほぼ垂直である。
【０００９】
　簡潔にすると、波形または他の圧縮可能材料を切開および折り目付けする方法は、半径
が等しい一組の回転可能折り目付け車輪双方の間に配置される切開工具の準備および調整
を包含する。好ましくは切開工具は、切開端部を有する円形のディスクである。このディ
スクは回転可能に配置され、２つの折り目付け車輪双方の間で可動式に支持される。切開
する際このディスクは、切開折り目付け車輪組立体に対してまたは反対に移動する材料に
噛み合いこれを貫通する切れ目を切開するように該折り目付け車輪双方の周辺部の外側に
該端部を半径方向に突出させるように調整される。
【００１０】
　好ましくは、材料を圧縮するために折り目付け車輪双方を駆動し調整し、同時に圧縮さ
れた材料と噛み合いこれを貫通する切れ目を切開するために切開工具を調整することによ
って、切開がより適切に調整され、精度が高くなり、亀裂の危険性が減少することになる
。好ましい実施形態で、折り目付け車輪双方および切開工具は、基本的に折り目付け車輪
双方の回転軸と平行な共通の線上に配置される接触点で、材料と噛み合うように配置され
制御される。
【００１１】
　本発明の一実施形態を示す添付の略図化した図面を参照して、本発明を以下でさらに説
明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　図を参照すると、本発明の好ましい実施形態による切開折り目付け車輪組立体は、切開
端部２を有する円形ディスク１を備える。切開端部は、ディスクの全周辺部の周りに連続
的に形成される、またはのこぎり状にされてよい。ディスク１は回転可能であり、半径の
寸法が等しい一組の回転可能な折り目付け車輪双方３および４の間で可動式に支持される
。この文脈において、「折り目付け車輪双方」という表現は、線の間の材料も圧縮するよ
うにかなり狭い間隔で配置される２つの平行線内の波形または他の圧縮可能材料のくぼみ
によって形成される折り目線を形成し、実際に単一の折り目線を形成し続く仕上げ工程で
の材料の折りたたみを可能にする折り目線を形成する折り目付け車輪構造体を指す。ディ
スクは、該切開端部が折り目付け車輪双方の外側周辺部５の内側に半径方向に引き込まれ
る非作動位置（図１および３）と、切開端部２が該周辺部５の外側に半径方向に突出する
作動位置（図２および４）の間で移動するように調整可能である。
【００１３】
　有用な用途において、切開折り目付け車輪組立体は、波形または他の圧縮可能ウェブ材
料から包装素材を形成するための装置に配置される。この装置に対して切開および折り目
付け車輪組立体を水平方向に配置するように適合されてよい構造を有する腕木が、切開折
り目付け車輪組立体に噛み合うように装置を介して進められるウェブ材料に対して組立体
を配置し、組立体は材料の供給方向に対して長手および／または横方向に切れ目および折
り目を形成する。任意で、同様に曲線のまたは斜線の切開および折り目線を適切な設計お
よび支持構造体の調整によって形成することができる。典型的には切開折り目付け車輪組
立体は、ウェブ材料を反対側から支持し切開折り目付け車輪組立体の供給方向での作動を
助ける反対圧力のローラに（図には示されない）、または供給方向に対して横向きに伸び
、切開折り目付け車輪組立体の横方向での作動を助ける横方向支持要素（やはり図には示
されない）に関連する。担体６が腕木に装着される、またはそれと一体式に形成される。
以下でさらに説明するように、担体６は、折り目付け車輪双方３、４および切開工具すな
わちディスク１の回転および移動を調整するために軸受けおよび駆動手段を収容する。
【００１４】
　本発明の切開折り目付け車輪組立体内の折り目付け車輪は、双方が外側および内側周辺
部と共に形成される２つの環３および４を備える。環３および４は外半径の寸法が等しく
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、典型的には内半径の寸法も等しい。環３および４の内側周辺部は、共通の回転軸上に配
置されるその中心部で環が自由に回転するように配置されるローラ７、８および９に誘導
される。２つの環の内側周辺部は溝をつけられ、ローラの外周に形成される対応する切欠
きに双方収容される。環３および４の外側周辺部は、折り目付け車輪の外方に面する側面
に向かって湾曲し、反対側の環に面する側面は周辺部に対してより鋭角的に接触してよい
。環は軸方向の間隔を有してローラに対して軸支され、以下でさらに記載するようにディ
スク１が環の間で作動位置に移動するのに十分な間隙を環の間に形成する。
【００１５】
　ローラ７、８および９は、リフタ１０に配置される軸受けに対して回転するように軸支
され、典型的な場合のようにウェブ材料が切開折り目付け車輪組立体の下を水平方向に進
む際、このリフタはウェブ材料に対してほぼ直角の、すなわち垂直方向に直線状に移動す
るように担体６内で誘導される。リフタ１０は、担体６を貫通して伸び、担体の下方部材
内に形成される開口を介してこの中に誘導される垂直の棒１１を備える。その上端部にお
いて、棒１１は折り目付け車輪双方３、４に対してローラ７を軸支するすべり金１２を担
持する。すべり金１２は、担体６の上方部材から垂れ下る支柱１３、１４に誘導され、リ
フタが閉塞せずに移動するのを補助する。その下方端部において、棒１１は、折り目付け
車輪双方３、４のために一組のローラ８および９を軸支する水平梁１５を担持する。
【００１６】
　切開折り目付け車輪組立体の作動位置は、担体６と梁１５の間に作用する電源装置の作
動によって調整される。図示の実施形態において、空気を動力とする２つの気筒１６およ
び１７が担体に装着され、気筒ピストン１８、１９が梁１５の端部に双方接続される。ピ
ストンを伸長することによって、リフタ１１、梁１５、ローラ７、８および９と、環すな
わち折り目付け車輪双方３および４とが伸長する。必然的に電源装置／装置群を作動する
のに油圧液または電気を使用することができる。
【００１７】
　切開工具、すなわち上述のディスク１は梁１５に担持される、またはより正確には、梁
に担持される２つの気筒装置２１および２２のピストン端部に接続されるピボット軸受け
２０に対して自由に回転するように軸支される。本実施形態では空気によって駆動する気
筒２１および２２の作動によって、ディスク１は、切開端部２が折り目付け車輪双方３お
よび４の外側周辺部５の内側に引き込まれる図３に示す非作動位置から、切開端部が材料
と噛み合いこれを貫通する切れ目を形成するために、該周辺部の外側に半径方向に突出す
る図４に示す作動位置まで折り目付け車輪双方に対しておよびそれらの間で移動するよう
に調整される。
【００１８】
　実際には好ましくは、圧縮可能材料を貫通する切れ目を形成するために気筒２１、２２
の作動によって切開工具すなわちディスク１を突出させ、同時に材料を圧縮するために折
り目付け車輪双方３、４を作動させることによって、厚みを減少させ、例えば波形材料の
上方裏あておよび畝などを貫通して過度な長さを切開する必要性をなくす。材料を切開す
るために、分割折り目付け車輪の双方の間に形成される間隙を通って切開車輪を配置する
ことによって、材料と、折り目付け車輪双方および切開車輪との間の双方の接触点が、切
開折り目付け車輪組立体の回転軸に平行な共通の線上に実質的に配置される。切開は減少
された材料の厚みに対して行われるので、直径のサイズを減少させた切開ディスクを使用
することができる。また直径が小さくなることによって、折り目付け車輪双方の間の間隙
を最小限にできるので、ディスクの厚みを減少させることが可能である。換言すれば、寸
法の小さい切開ディスクを使用して圧縮および切開がほとんど１つの単一の地点で同時に
実行されるので、包装用素材を製造するための装置内で波形のまたは他の圧縮可能材料を
貫通して切れ目を形成することができる精度は、本発明によって実質的に向上する。
【００１９】
　切開工具を折り目付け工具とほぼ同じ地点で同時に作動するように構成することによっ
て、包装材設計プログラムの製造がより簡易になり装置の容量も増大させることができる
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。後者の理由は、切開は通常亀裂を避けるために折れ目付け動作の後で実行されるべきで
あるからである。このことを確実にするために、工具の停止中の逆向きの動きが必要とす
る、または複数の工具を連続して搭載してよい。このような停止中の動きおよび複数の工
具の搭載は、本発明によって回避される。
【００２０】
　さらに切開工具を波形材料を通るすべての進路に突出させることは、工具が数ミリメー
タのみ突出する必要のある圧縮状態での波形材料と比較してより時間がかかる。このよう
に移動の長さが異なることによって、特に工具を作動し材料が組立体に対してまたは反対
に移動する際に装置の容量を増大させ切開の精度を引き続き維持することが可能になる。
このことは特に、例えば波形材料を貫通する短い切れ目または穿孔を切開する際に重要で
ある。
【００２１】
　好ましい実施形態はまた、より大きな半径を有する折り目付け車輪の使用を可能にする
重量に対して効果的な解法であり、より容易に折りたたまれた折り目線を実現するために
、波形紙板の紙裏あてに亀裂を生じさせることなく、より大きな折り目付け車輪からより
高い圧力を加えることができる。
【００２２】
　図示の実施形態で、切開工具は波形紙板と関連して好まれることがある円形ディスクで
ある。しかしながら、折り目付け車輪双方の間に他のタイプの切開工具を配置し、分割折
り目付け車輪と協働して単一の地点で噛み合うように調整することができる。したがって
、圧縮可能材料の圧縮された部分を貫通してより高い精度の切開を実現するために、レー
ザ切削工具、水噴射切削工具、研磨剤水噴射および非円形ナイフなどの代替の工具を分割
折り目付け車輪と共に使用することができる。
【００２３】
　本発明を装置を介して進められるウェブ材料から包装素材を製造するための装置に関連
して説明してきたが、切開折り目付け車輪組立体の提案される小型の構造は、固定された
材料が、材料に対して移動するように駆動される１つまたは複数の切開折り目付け車輪組
立体によって処理される用途において同等に有益である。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】折り目付けモードの切開折り目付け車輪組立体を示す側面図である。
【図２】切開折り目付けモードの切開折り目付け車輪組立体を示す、図１と同様の部分側
面図である。
【図３】折り目付けモードの切開折り目付け車輪組立体を示す切欠端面図である。
【図４】切開折り目付けモードの波形ウェブ材料に作用する切開折り目付け車輪組立体を
示す、図３と同様の端面図である。
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